
民法改正
120年ぶりの大改正！
2020年施行の新ルールが
あなたのビジネスを変える！

▶︎契約と実務が変わる〜企業への影響度

▶︎企業活動における契約類型の改正項目

▶︎債務に関する重要な改正点
※内容は変更になる場合があります

・2019年10月23日（水）
・15:30〜17:30
・道銀ビル８階セミナールーム
札幌市中央区大通西４丁目１

講師：馬場聡
弁護士/太田・小幡綜合法律事務所札幌所長

経営者・実務者のための解説セミナー開催

主催 太田・小幡綜合法律事務所 法務・会計プラザ



＜参加申込書＞

社名

お名前

参加人数

住所

電話番号

メールアドレス

【個人情報のお取り扱いについて】
ご記入いただきました個人情報は、当セミナーの運営管理の目的にのみ利用させていただきます。
利用目的終了後、弊社が責任をもって廃棄いたします。

FAXの場合→011−222−5127

Mailの場合→ oota-info@hk-plaza.co.jp

※下記必要事項を記入して送信ください


